
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３次子ども総合計画の基本理念・取組方針・施策体系について（案）  

基本理念 

【参考】第２次子ども総合計画（現行の子ども総合計画） 第３次子ども総合計画（案） 

取組方針 

子どもの権利保障 子どもの権利保障 ・子どもの権利の意識啓発 
・虐待防止対策の強化 
・いじめ･不登校対策の充実 

・安心して妊娠･出産できる環境の整備 
・乳幼児の健康づくり 

・社会的支援を要する子ども･家庭への支援 
・相談･情報提供等の充実 
・経済的負担の軽減 

・子どもの安全対策の推進 
・子どもの遊び場の整備 

・待機児童の解消 
・多様な保育ニーズへの対応 

・幼児教育･保育施設の整備 
・幼児教育･保育の質の向上 

・子どもの学び・育ちの支援 
・放課後児童クラブの充実 

・青少年の社会参加の推進と主体性の育成 
・青少年の活動の場づくり 
・青少年の悩みへの対応と非行防止 
・ニート･ひきこもりへの対応 

・ワーク･ライフ･バランスの理解の推進 
・企業の取組の推進 

・親育ちの支援 
・子育ての仲間づくりや情報共有の場の提供 
・地域力を生かした子育て支援活動の推進 
・世代間交流による子どもの育成 

子どもの貧困対策（表現は検討中） 

安心して生み育て 
られる支援体制の 
充実 
 
※少子化対策 

妊娠中と出産後の 
親子の健康づくり 

子育ての不安や 
負担の軽減 

安全･安心な子ども 
の生活環境の整備 

保育需要への対応 

良好な幼児教育･ 
保育環境の確保 

義務教育期の子ども 
の適切な支援 

義務教育期後の 
青少年･若者の育成、 
支援 

ワーク･ライフ･ 
バランスの推進 

地域力を生かした 
家庭力の向上及び 
子どもの育成 

すべての子どもが 
必要な幼児教育と 
保育を受けられる 
環境づくり 

青少年の健全育成 
及び若者支援 

施策目標 基本施策 

※今後、各所属で検討 

重点事業/基礎事業 

＜重点事業と基礎事業＞ 
事業を「重点事業」と「基礎事業」
に分け管理する。 
 
【重点事業】 
新規事業や充実・拡充していく事
業、業務ウエイトの多い事業 
（取組方針毎に１～２事業程度） 
→進捗管理、目標値管理、評価管
理等による 
例） 
進捗管理：2022 年までに〇〇セ
ンターを作る など 
目標管理：参加者数 500人以上 
など 
評価管理：事業全体を評価して総
合的に管理 
 
【基礎事業】 
日々の事務処理や定例のイベント
等、重点事業以外の事業 
→実績管理（目標値は定めない） 
例） 
手当給付件数 2,500件、参加者数
200人、開催回数 4回 など 
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取組方針 

安心して生み育て 
られる支援体制の 
充実 

妊娠中や出産後の親子の 
健康づくり 

子育ての不安や負担の 
軽減 

安全･安心な子どもの 
生活環境の整備 

施策分野 

家庭教育力の向上 

地域力を生かした子ども 
の育成 

すべての子どもが 
必要な幼児教育と 
保育を受けられる 
環境づくり 

子どもの権利の保障 
と青少年の健全育成 

地域ぐるみによる 
子育て社会の創造 

＜本市の特徴＞ 
豊田市こども条例／子どもの権利相談室／とよた急病・子育て
コール２４／こども発達センター／青少年相談センター／若者
サポートステーション／要保護児童・ＤＶ対策協議会／母子保
健推進委員の会 など 

保育需要への対応 

良好な幼児教育･保育環境 
の確保 

子どもの権利保障 

次世代を担う青少年の 
健全育成 

ワーク･ライフ･バランス 
の推進 

子
ど
も
・
親
・
地
域
が
育
ち
合
う 

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
輝
く
ま
ち
豊
田 

地域ぐるみによる 
子育て社会の創造 

資料２ 


